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パブリック・コメント 

令和８年１月２２日 

  

福島市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定） 

～パブリック・コメント実施～ 

 健康福祉部 感染症・疾病対策課  

目指す姿 
平時から社会全体で感染症対策に取り組み、 
感染症に強いまちづくりを目指します。 

計画の期間 
国及び県行動計画の改定や関連する諸制度の見直し等を踏まえ、必要に応じ適宜、 

計画の見直し・改定を行います。 

ポイント 

◆福島市新型インフルエンザ等対策行動計画とは？ 

▶新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、平成 26年に策定した市の行動計画。 

▶行政や医療機関、企業、学校、地域住民など社会の様々な構成員が連携・協力し、 

平時からの備えと感染症発生時の対策実施に取り組むための内容等を定めています。 

 

新型コロナ対応への経験等を踏まえ抜本的に改定！ 
 

◆主な改定のポイント 

▶対象疾患：幅広い呼吸器感染症へ拡大 

▶対策時期：対策段階により３つに区分し、平時の取組を充実 

▶対策項目：新型コロナ対応で課題となった項目を独立させるなど、１３項目に拡充 

▶新型コロナのように、中長期的な流行の波が複数回来ることを想定した対策へ変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表中、赤文字で表記したのは、今回の改定で変更・追加した項目。 

意見提出期間 令和８年１月２０日 ～ 令和８年２月１８日 

備  考  

 
担当：感染症・疾病対策課 感染症対策係 

課長 渡辺、係長 儀藤  電話 024-572-3152（直通） 


